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(57)【要約】
【課題】比較的厚肉の電極板に小径の孔を効率良く形成
する。
【解決手段】厚さ方向に複数の貫通孔１１を有するプラ
ズマ処理装置用電極板において、各貫通孔１１は、その
貫通方向の途中位置からいずれか一方の面３ａの側がド
リル加工によって形成したドリル加工孔２１であり、他
方の面３ｂの側がレーザ加工によって形成したレーザ加
工孔２２とされる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　厚さ方向に複数の貫通孔を有するプラズマ処理装置用電極板において、各貫通孔は、そ
の貫通方向の途中位置からいずれか一方の面側がドリル加工によって形成したドリル加工
孔であり、他方の面側がレーザ加工によって形成したレーザ加工孔であることを特徴とす
るプラズマ処理装置用電極板。
【請求項２】
　前記ドリル加工孔はレーザ加工孔よりも内径が大きいことを特徴とする請求項１記載の
プラズマ処理装置用電極板。
【請求項３】
　請求項１又は２記載のプラズマ処理装置用電極板を製造する方法であって、電極板の一
方の面からドリル加工によって電極板の厚さの途中位置まで孔を開けた後、この孔の底面
と電極板の他方の面との間をレーザ加工によって貫通状態に孔を形成することにより、前
記貫通孔を形成することを特徴とするプラズマ処理装置用電極板の製造方法。
【請求項４】
　請求項１又は２記載の電極板を用いたプラズマ処理装置であって、前記レーザ加工孔が
開口している電極板の片面が放電面とされていることを特徴とするプラズマ処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プラズマ生成用ガスを通過させる貫通孔を有するプラズマ処理装置用電極板
、その製造方法及びその電極板を用いたプラズマ処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイス製造プロセスに使用されるプラズマエッチング装置やプラズマＣＶＤ装
置等のプラズマ処理装置は、チャンバー内に、高周波電源に接続される電極板と架台とを
例えば上下に対向配置し、架台の上にシリコンウエハを載置した状態として、電極板に形
成した貫通孔からガスをシリコンウエハに向かって流通させながら高周波電圧を印加する
ことによりプラズマを発生させ、シリコンウエハにエッチング等の処理を行う構成とされ
ている。
【０００３】
　このプラズマ処理装置に用いられる電極板は、材料としては例えば単結晶シリコンが用
いられ、その大きさは例えば外径３００ｍｍ、厚さ数ｍｍの円板状とされる。また、この
電極板に形成される貫通孔は、例えば内径約０．５ｍｍのものが８ｍｍ程度のピッチで多
数形成されたものとされ、例えば、特許文献１、２に記載のようにダイヤモンドドリルを
用いたドリル加工によって形成されるのが一般的である。また、特許文献１には、ドリル
加工以外にも、超音波加工、放電加工、レーザ加工等による孔開け方法が開示されている
。
【特許文献１】特開平１１－１０４９５０号公報
【特許文献２】特開平１１－２８１３０７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、電極板は、使用に伴い、放電面における貫通孔の開口縁部が損耗して広がっ
てくるため、できるだけ小径の貫通孔とした方が寿命が長くなる。また、同時に放電面全
体も消耗するため、電極板としても厚い方が好ましいとともに、電極板の大口径化に伴う
電極板の反り及び割れを防ぎ、さらに電極板の長寿命化のためにも電極板を厚くする要求
が高まっている。
【０００５】
　前述した各孔開け加工では、レーザ加工による場合が例えば内径０．３ｍｍ以下の比較
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的小径の貫通孔を容易に形成することができるが、深く形成することには限界がある。こ
のため、例えば１０ｍｍ程度の厚さの電極板では、これを片面から厚さの途中までレーザ
加工によって孔を開け、裏返しして先に開けた孔に連通するように反対面からレーザ加工
を施すことにより、両面からの孔を厚さの中央部で連結する方法が考えられている。
　しかしながら、レーザ加工は一般に加工速度が遅く、両面からの孔が連通状態となるま
でには相当の時間がかかるとともに、位置精度も劣るため、孔径が小さくなるほど、電極
板の片面に先に開けた孔の位置のばらつきを考慮しながら他方の面からの孔開け作業を行
う必要があるなど、両面から形成される孔の軸心を一致させるための位置調整が難しくな
り、作業性が悪いという問題がある。
【０００６】
　本発明は、前記事情に鑑みて提案されたもので、比較的厚肉の電極板に小径の孔を効率
良く形成することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の電極板は、厚さ方向に複数の貫通孔を有するプラズマ処理装置用電極板におい
て、各貫通孔は、その貫通方向の途中位置からいずれか一方の面側がドリル加工によって
形成したドリル加工孔であり、他方の面側がレーザ加工によって形成したレーザ加工孔で
あることを特徴とする。
【０００８】
　すなわち、電極板の厚さの途中までをドリル加工孔として、レーザ加工による孔開けを
残りの厚さに対してのみとすることにより、一度に長い孔を形成することが難しいレーザ
加工の負担を短くしたものである。また、ドリル加工はレーザ加工に比べて加工速度が速
いとともに、位置決め精度も高く、多数の孔を高精度で比較的短時間で加工することがで
きる。したがって、このドリル加工孔の反対側からレーザ加工孔を形成する際には、ドリ
ル加工孔相互の位置のばらつきを考慮する必要性が小さいため、レーザ加工時の位置決め
作業も容易になる。
　この場合、ドリル加工孔はレーザ加工孔よりも内径が大きく形成されるとよく、内径が
大きい分、レーザ加工孔の位置決めを容易にすることができる。
【０００９】
　また、本発明の電極板の製造方法は、電極板の一方の面からドリル加工によって電極板
の厚さの途中位置まで孔を開けた後、この孔の底面と電極板の他方の面との間をレーザ加
工によって貫通状態に孔を形成することにより、前記貫通孔を形成することを特徴とする
。
　すなわち、先にドリル加工孔を形成した後にレーザ加工孔を形成するのである。ドリル
加工により孔を形成する場合、板をドリルが突き抜ける瞬間に孔の開口縁部に微細な欠け
が生じることがあるが、ドリル加工孔を電極板の途中位置までとしたことにより、そのよ
うな欠けの発生は確実に防止できる。
【００１０】
　また、本発明の電極板を用いたプラズマ処理装置にあっては、前記レーザ加工孔が開口
している電極板の片面が放電面とされていることを特徴とする。
　ドリル加工孔は加工時の振動等により内表面にマイクロクラックが発生するおそれがあ
るのに対して、レーザ加工孔は内表面が比較的平滑面に仕上がる。このため、このレーザ
加工孔の開口面を放電面とすることにより、プラズマ雰囲気へのパーティクルの発生を抑
制することができる。また、電極板の背面を冷却板に接触固定する構造とする場合も、位
置決め精度の高いドリル加工孔が冷却板の孔に接続されるため、その位置ズレを防止する
ことができる。
　なお、レーザ加工による孔は断面円形に限らず、異形状のものも可能であり、ガス流の
噴出を所望の状態にコントロールすることが可能である。
【発明の効果】
【００１１】
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　本発明のプラズマ処理装置用電極板およびその製造方法によれば、電極板の厚さの一部
をドリル加工孔、残りをレーザ加工孔としたので、レーザ加工の負担を軽減し得て、厚肉
の電極板であっても小径の孔を効率良く形成することができる。
　また、そのレーザ加工孔が開口している面を放電面とすることにより、加工によるダメ
ージが小さい方が放電面に開口することになるため、パーティクルの発生を抑制すること
ができ、高品質のプラズマ処理を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の一実施形態について、図面に基づいて説明する。
　まず、この電極板が用いられるプラズマ処理装置の実施形態としてプラズマエッチング
装置について説明する。
　このプラズマエッチング装置１は、図４の断面概略図に示されるように、真空チャンバ
ー２内の上部に電極板３が設けられるとともに、下部に上下動可能な架台４が電極板３と
相互間隔をおいて平行に設けられている。この場合、上部の電極板３は絶縁体５により真
空チャンバー２の壁に対して絶縁状態に支持されているとともに、架台４の上には静電チ
ャック６が設けられており、静電チャック６の上に支持リング７と共にウエハ８を載置す
るようになっている。また、真空チャンバー２の上部にはエッチングガス供給管９が設け
られ、このエッチングガス供給管９から送られてきたエッチングガスは拡散部材１０を経
由した後電極板３に設けられた貫通孔１１を通してウエハ８に向って流され、真空チャン
バー２の側部の排出口１２から外部に排出される構成とされている。一方、電極板３と架
台４との間には高周波電源１３により高周波電圧が印加されるようになっている。
【００１３】
　この高周波電圧が印加された状態のプラズマエッチング装置１にエッチングガスを供給
すると、このエッチングガスは拡散部材１０を経由して、電極板３に設けられた貫通孔１
１を通って電極板３と架台４との間の空間に放出され、この空間内でプラズマとなってウ
エハ８に当り、このプラズマによるスパッタリングすなわち物理反応と、エッチングガス
の化学反応とにより、ウエハ８の表面がエッチングされる。
　また、ウエハ８の均一なエッチングを行う目的で、発生したプラズマをウエハ８の中心
部に集中させ、外周部へ拡散するのを阻止して電極板３とウエハ８との間に均一なプラズ
マを発生させるために、通常、プラズマ発生領域１４をシールドリング１５で囲った状態
としている。
【００１４】
　そして、このプラズマエッチング装置１に用いられている電極板３は、例えば単結晶シ
リコンによって円板状に形成され、図１に示すように前記貫通孔１１が多数形成されてい
る。
　この貫通孔１１は、図１（ｂ）に示すように、電極板３の一方の面３ａからのドリル加
工によって形成したドリル加工孔２１と、他方の面３ｂからのレーザ加工によって形成し
たレーザ加工孔２２とが電極板３の厚さの中央部で連通して形成されたものである。
　この場合、図示されるように、ドリル加工孔２１の方がレーザ加工孔２２よりも若干大
径に形成されており、レーザ加工孔２２は、ドリル加工孔２１の内底面と電極板３の前記
他方の面３ｂとの間に形成されている。また、ドリル加工孔の内表面よりも、レーザ加工
孔２２の内表面の方が平滑面に形成されており、例えば平均粗さが、ドリル加工孔２１の
方はＲａ＝０．５μｍで、レーザ加工孔２２の方はＲａ＝０．１μｍとされる。
【００１５】
　そして、この電極板３は、プラズマエッチング装置１に、レーザ加工孔２２が開口して
いる面３ｂを架台４に対向させるようにして配置されている。つまり、図４では、ドリル
加工孔２１が開口している面３ａが上方に向けられ、レーザ加工孔２２が開口している面
３ｂが下方の架台４に向けられている。すなわち、このレーザ加工孔２２が開口している
面３ｂが放電面とされている。
【００１６】
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　次に、この電極板３を製造する方法について説明する。
　円板状に形成した単結晶シリコン板に、図２に示すように、その一方の面３ａからドリ
ル加工によって厚さの途中位置まで孔２１を形成する。この孔加工には、超硬ドリル、ダ
イヤモンドドリル等の工具が用いられる。
　次いで、図２の点線で示すように、レーザ加工によってドリル加工孔２１の底面と電極
板３の他方の面３ｂとの間を連通する孔２２を形成する。このレーザとしては、炭酸ガス
レーザ、ＹＡＧレーザ、エキシマレーザ等を適用することができるが、特にエキシマレー
ザを用いた方が微細な孔を開けることができる。
【００１７】
　このレーザ加工は、ＹＡＧレーザを用いて１１Ｊ／ｃｍ２のレーザーフルエンスでレー
ザビームを単結晶板シリコン板に連続的に照射することにより、径が０．３ｍｍの貫通孔
を形成することができる。また、加工時間はドリル加工の方がレーザ加工に比べて２０％
程度短縮でき、ドリル加工とレーザ加工とを併用することにより、例えば３００ｍｍの外
径の電極板に１０００個の貫通孔を形成する場合、そのすべての貫通孔をレーザ加工によ
って開ける場合に比べて大幅な作業時間の短縮を図ることができる。
【００１８】
　そして、このようにして形成した電極板３を前述したようにレーザ加工孔２２が開口し
ている面（放電面）３ｂを架台４に対向させるようにしてプラズマエッチング装置１に取
り付けてプラズマエッチング処理を行うことにより、平滑面のレーザ加工孔２２からガス
が流出するので、パーティクルの発生を極めて少なくすることができる。例えば、厚さの
全部をドリル加工孔とした電極板と、ドリル加工孔とレーザ加工孔とを連続させて形成し
た電極板とをそれぞれ使用してプラズマエッチング処理を行った場合のパーティクル発生
状況を調べたところ、高周波電力の出力が２ＫＷ、周波数２０ＫＨｚ、プラズマ発生ガス
としてＣＨＦ３＋Ｏ２＋Ｈｅガスを使用した条件で、前者はエッチング開始から１００時
間以内に０．１６μｍ以上のパーティクルがウエハ上に４８個観察されたのに対して、後
者は、１００時間経過しても０．１６μｍ以上のパーティクルの発生は１０個程度であっ
た。
【００１９】
　この貫通孔１１を小径にすると流速が速められることからパーティクルが発生し易い環
境となるが、レーザ加工孔２２の場合は内面が平滑面とされてパーティクルの発生が抑制
されるので、このレーザ加工孔２２の小径化が可能になるのである。この場合、ドリル加
工孔２１は比較的大径に形成しておくことにより、ドリル加工孔２１を通過する際の流速
は小さくされるので、パーティクルの発生が少ない環境であるとともに、このドリル加工
孔２１は突き抜けた貫通孔ではないので、欠けの発生が防止される。したがって、この電
極板３を用いたプラズマエッチング装置１はパーティクルの発生が極めて少なく、高品質
のエッチング処理を行うことができる。
【００２０】
　また、図３は、電極板３の背面を冷却板３１に固定した例を示している。この冷却板３
１は、熱伝導性の優れる材料からなり、電極板３と同じピッチで貫通孔３２が形成されて
いる。そして、これら貫通孔３２を電極板３の貫通孔１１に連通させた状態として、冷却
板３１と電極板３とが一体化されている。この場合、加工精度の良いドリル加工孔２１（
図１（ｂ）参照）が冷却板３１の貫通孔３２に連通することになり、両者の位置ずれを効
果的に防止することができる。
【００２１】
　なお、本発明においては、上記実施形態に限定されるものではなく、発明の趣旨を逸脱
しない範囲において、種々の変更をすることが可能である。例えば、前述した貫通孔の寸
法等は一例であるとともに、レーザ加工孔は円形断面に限らず、異形状断面に形成しても
よく、その断面形状に応じて噴射するガス流を適宜の状態にコントロールすることが可能
である。また、この電極板が用いられるプラズマ処理装置としては、実施形態のプラズマ
エッチング装置以外にも、プラズマＣＶＤ装置等にも用いることができる。
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【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の電極板の一実施形態を示すもので、（ａ）が全体断面図、（ｂ）が貫通
孔の部分の拡大断面図である。
【図２】図１の電極板の孔開け加工の途中状態を示す拡大断面図である。
【図３】図１の電極板の背面に冷却板を一体化した例を示す全体断面図である。
【図４】図１の電極板が用いられたプラズマエッチング装置の例を示す概略断面図である
。
【符号の説明】
【００２３】
　１　プラズマエッチング装置
　２　真空チャンバー
　３　電極板
　３ａ　一方の面
　３ｂ　他方の面（放電面）
　４　架台
　８　ウエハ
　９　エッチングガス供給管
　１１　貫通孔
　１２　排出口
　１３　高周波電源
　１４　プラズマ発生領域
　２１　ドリル加工孔
　２２　レーザ加工孔
　３１　冷却板
　３２　貫通孔
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